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海外労働事情

【
解
説
】

　

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
た
な
介
護

休
業
法
制
を
定
め
る
「
家
族
、
介
護
お
よ
び

職
業
の
よ
り
良
い
調
和
の
た
め
の
法
律
」
案

（E
ntw

urf eines G
esetzes zur 

besseren V
ereinbarkeit von F

am
ilie, 

P
flege und B

eruf

）
を
、
資
料
と
し
て
紹

介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

我
が
国
と
同
様
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
高

齢
化
社
会
の
進
展
を
背
景
に
、
高
齢
者
介
護

へ
の
対
応
が
重
要
な
政
策
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
特
徴
は
、

社
会
法
典
第
一
一
編
が
定
め
る
介
護
保
険
制

度
上
、
在
宅
介
護
が
施
設
介
護
よ
り
も
優
先

的
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
介
護
の

主
た
る
担
い
手
が
往
々
に
し
て
要
介
護
者
の

近
親
者
と
な
る
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
在
宅
介
護
優
先
原
則
の

も
と
、
介
護
者
が
就
労
し
て
い
る
場
合
に
お

け
る
仕
事
と
介
護
の
両
立
を
目
的
と
し
て
、

連
邦
政
府
は
こ
れ
ま
で
に
介
護
休
業
法
制
を

整
備
し
て
き
た
。

　

現
行
の
ド
イ
ツ
介
護
休
業
法
制
は
、
大
き

く
は
二
つ
の
法
律
か
ら
成
っ
て
い
る
。
一
つ

は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
に
施
行
さ
れ
た
「
介

護
時
間
法
（P

flegezeitgesetz

）」
で
あ
る
。

同
法
に
よ
れ
ば
ま
ず
、
i)
短
期
で
の
介
護
の

た
め
、
全
て
の
就
業
者
は
、
最
長
一
〇
日
間

の
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ii)
そ

し
て
更
に
、
就
業
者
が
従
業
員
数
一
六
人
以

上
の
事
業
所
に
お
い
て
就
労
し
て
い
る
場
合

に
は
、
長
期
介
護
の
た
め
に
、
最
長
六
カ
月

間
の
休
業
も
し
く
は
部
分
休
業（
介
護
時
間
）

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
二
〇
一
二
年
一
月
施
行
の

「
家
族
介
護
時
間
法

（F
am

ilienpflegezeitgesetz

）」
で
あ
る
。

同
法
が
定
め
る
家
族
介
護
時
間
制
度
に
よ
れ

ば
、
近
親
者
の
介
護
を
行
う
就
業
者
は
、
最

長
で
二
四
カ
月
間
、
労
働
時
間
を
短
縮
し

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
た
だ
し
、
短
縮
後
の
労
働
時
間
は
、

原
則
週
一
五
時
間
を
下
回
る
こ
と
が
で
き
な

い
）。
ま
た
、
そ
の
間
の
減
収
に
つ
い
て
は
、

一
定
の
緩
和
策
が
採
ら
れ
て
お
り
、
家
族
介

護
時
間
の
期
間
中
、
就
業
者
が
使
用
者
か
ら

受
け
る
労
働
報
酬
は
、
家
族
介
護
時
間
開
始

前
の
労
働
報
酬
と
そ
の
期
間
中
の
本
来
の
労

働
報
酬
の
差
額
の
二
分
の
一
を
積
み
増
し
し

た
額
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

か
か
る
積
増
支
給
分
の
支
払
い
の
た
め
に
、

使
用
者
は
連
邦
家
庭
・
市
民
社
会
任
務
庁

（B
A

F
zA

）
か
ら
、
無
利
子
の
貸
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

か
く
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
介
護
時

間
法
お
よ
び
家
族
介
護
時
間
法
に
よ
り
、
い

わ
ば
重
層
的
な
介
護
休
業
法
制
が
整
備
さ
れ

て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
同
時
に
幾
つ

か
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点

に
つ
き
、
ま
ず
介
護
時
間
法
に
つ
い
て
い
え

ば
、
上
記
i)
お
よ
び
ii)
い
ず
れ
の
休
業
の
場

合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
取
得
期
間
中
の
所
得

保
障
に
関
し
て
は
法
律
上
の
規
定
が
な
く
、

休
業
部
分
に
つ
い
て
は
無
給
と
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
た
め
、
取
得
の
抑
制
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

他
方
、
家
族
介
護
時
間
法
に
対
し
て
は
、

そ
も
そ
も
家
族
介
護
時
間
制
度
の
実
施
に
は
、

労
使
合
意
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ

て
お
り
、
就
業
者
が
一
方
的
な
権
利
行
使
と

し
て
利
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
そ

の
実
効
性
に
欠
け
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
ま

た
、
家
族
介
護
時
間
を
利
用
し
た
就
業
者
は
、

そ
れ
が
終
了
し
た
後
に
お
い
て
は
、
家
族
介

護
時
間
開
始
前
の
労
働
時
間
に
戻
る
も
の
の
、

労
働
報
酬
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
家
族
介
護

時
間
中
に
お
け
る
の
と
同
一
額
で
就
労
す
る

こ
と
に
よ
り
、
家
族
介
護
時
間
中
に
積
増
支

給
さ
れ
た
分
を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
表
が
示
す
と
お
り
、
例
え
ば

家
族
介
護
時
間
を
利
用
し
て
労
働
時
間
を
五

〇
％
短
縮
し
た
場
合
に
は
、
家
族
介
護
時
間

中
と
そ
の
後
の
期
間
を
合
わ
せ
る
と
、
最
大

四
八
カ
月
に
わ
た
り
二
五
％
も
の
減
収
と
な

る
た
め
、
制
度
の
利
用
者
が
、
あ
る
程
度
高

所
得
の
就
業
者
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
の

懸
念
も
示
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
状
況
の
な
か
、
本
稿
で

紹
介
す
る
「
家
族
、
介
護
お
よ
び
職
業
の
よ

り
良
い
調
和
の
た
め
の
法
律
」
案
は
、
介
護

時
間
法
お
よ
び
家
族
介
護
時
間
法
を
一
部
改

正
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
主
な
ポ
イ
ン

ト
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①　

ま
ず
、
家
族
介
護
時
間
の
利
用
に
対
す

る
就
業
者
の
請
求
権
が
規
定
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
就
業
者
は
、
従
来
の
よ
う
に

労
使
合
意
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
一
方

的
な
権
利
行
使
と
し
て
、
家
族
介
護
時
間

を
利
用
で
き
る
こ
と
と
な
る
。

②　

ま
た
、
家
族
介
護
時
間
中
の
労
働
報
酬

の
積
増
支
給
分
に
つ
い
て
は
、
就
業
者
自

身
がB

A
F

zA

か
ら
直
接
、
貸
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
就
業
者
は
、
家
族
介
護
時
間

終
了
後
は
、
使
用
者
に
対
し
て
で
は
な
く
、

B
A

F
zA

に
対
し
て
貸
付
の
返
済
義
務
を

負
う
。
ま
た
、
一
定
の
場
合
に
返
済
の
猶

予
も
し
く
は
免
除
を
認
め
る「
危
機
条
項
」

も
同
時
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

③　

②
に
伴
い
、
従
来
は
、
家
族
介
護
時
間

終
了
後
に
積
増
支
給
分
の
返
済
が
行
わ
れ
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な
い
リ
ス
ク
に
備
え
、
就
業
者
に
は
家
族

介
護
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
た
が
、
本
法
案
に
よ
れ
ば
、
就
業
者
は

も
は
や
使
用
者
に
対
し
て
は
返
済
義
務
を

負
わ
な
い
た
め
、
か
か
る
家
族
介
護
保
険

加
入
義
務
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

④　

介
護
時
間
と
家
族
介
護
時
間
が
統
合
さ

れ
、
合
計
し
て
二
四
カ
月
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
従

来
は
、
双
方
を
合
わ
せ
る
と
合
計
三
〇
カ

月
が
上
限
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
点
は
、

就
業
者
に
不
利
な
改
正
と
い
え
る
。

⑤　

も
っ
と
も
、
か
か
る
家
族
介
護
時
間
と

の
統
合
に
よ
り
、就
業
者
は
介
護
時
間（
上

記
ii)
）
の
期
間
中
もB

A
F

zA

か
ら
貸
付

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た

た
め
、
介
護
時
間
に
つ
い
て
も
一
定
の
所

得
保
障
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
更
に
、

介
護
時
間
法
が
定
め
る
短
期
介
護
休
業

（
上
記
i)
）
の
期
間
中
に
つ
い
て
も
、
介

護
保
険
制
度
（
介
護
金
庫
）
か
ら
介
護
支

援
手
当
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
で
、
所
得
保

障
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
本
法
案
は
、
全
体

と
し
て
は
、
現
行
介
護
休
業
法
制
の
問
題
点

を
克
服
す
る
内
容
と
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

も
っ
と
も
、
本
法
案
に
対
し
て
は
、
す
で
に

労
使
団
体
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
意
見
表
明

や
批
判
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、

本
法
案
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
介
護
休
業
法
制
を

め
ぐ
る
議
論
に
決
着
が
付
く
わ
け
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
今
後
更
に
深
ま
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。

　

た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
法
案
が
現
政
権

に
よ
る
介
護
休
業
法
制
改
革
の
一
里
塚
と
し

て
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
は
疑
い
は
な
い
。

本
稿
が
、
我
が
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
介
護
休

業
法
制
の
理
解
と
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

〔
付
記
〕

　

な
お
本
稿
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機

構
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
が
実
施
し
て
い
る
「
育

児
・
介
護
と
男
女
の
働
き
方
に
関
す
る
研
究
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
資
料
】

「
家
族
、
介
護
お
よ
び
職
業
の
よ
り

良
い
調
和
の
た
め
の
法
律
」
草
案

第
一
章
　
家
族
介
護
時
間
法
の
改
正

　

二
〇
一
一
年
一
二
月
六
日
の
家
族
介
護
時

間
法
（B

G
B

l. I S
. 

二
五
六
四
）
を
、
次

の
通
り
改
正
す
る
。

１
．
２
条
を
、
次
の
通
り
と
す
る
。

２
条　

家
族
介
護
時
間

(1)　

就
業
者
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る
近
親

者
を
居
宅
の
環
境
に
お
い
て
介
護
す
る
場

合
、
最
長
で
二
四
カ
月
に
つ
き
（
上
限
期

間
）、
労
働
給
付
の
一
部
を
免
除
さ
れ
る

（
家
族
介
護
時
間
）。
家
族
介
護
時
間
の
間
、

短
縮
さ
れ
る
労
働
時
間
は
、
週
一
五
時
間

以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
異
な
る
週

労
働
時
間
、
ま
た
は
異
な
る
週
労
働
時
間

の
配
分
は
、
一
年
を
上
限
と
す
る
期
間
を

平
均
し
て
、
週
労
働
時
間
一
五
時
間
を
下

回
る
こ
と
が
で
き
な
い（
最
低
労
働
時
間
）。

１
文
が
定
め
る
請
求
権
は
、
常
時
一
五
人

以
下
の
就
業
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
に
対

し
て
は
、
生
じ
な
い
。

(2)　

介
護
時
間
お
よ
び
家
族
介
護
時
間
は
、

一
要
介
護
近
親
者
に
つ
き
、
合
計
し
て
二

四
カ
月
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
合

計
期
間
）。

(3)　

介
護
時
間
法
５
条
か
ら
８
条
ま
で
を
、

準
用
す
る
。

(4)　

職
業
訓
練
期
間
は
、
家
族
介
護
時
間
に

は
算
入
さ
れ
な
い
。

(5)　

就
業
者
は
、
未
成
年
の
要
介
護
近
親
者

を
看
護
す
る
場
合
、
最
長
で
二
四
カ
月
に

つ
き
、
労
働
給
付
の
一
部
を
免
除
さ
れ
る
。

１
項
２
文
か
ら
４
文
ま
で
、
お
よ
び
２
項

か
ら
４
項
ま
で
を
準
用
す
る
。
就
業
者
は
、

そ
の
裁
量
に
よ
り
、
か
か
る
請
求
権
を
家

族
介
護
時
間
の
請
求
権
に
代
え
て
、
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
．
２
条
の
後
ろ
に
、
次
の
２
ａ
条
を
挿
入

す
る
。

２
ａ
条　

家
族
介
護
時
間
の
権
利
行
使

(1)　

２
条
が
定
め
る
家
族
介
護
時
間
の
権
利

を
行
使
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
者
に

対
し
、
希
望
す
る
開
始
時
点
か
ら
遅
く
と

も
八
週
間
前
に
書
面
に
よ
り
予
告
し
、
か

つ
同
時
に
、
２
条
２
項
が
定
め
る
合
計
期

間
の
範
囲
内
に
お
い
て
労
働
給
付
の
免
除

を
利
用
し
よ
う
と
す
る
期
間
お
よ
び
範
囲

に
つ
き
、
意
思
表
示
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
希
望
す
る
労
働
時

間
の
配
分
に
つ
い
て
も
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
就
業
者
が
介
護
時
間
法
３
条
が

定
め
る
介
護
時
間
を
利
用
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
家
族
介
護
時
間
を

利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
、
予
告

か
ら
は
一
義
的
に
明
ら
か
で
は
な
い
場
合

で
あ
っ
て
、
か
つ
双
方
の
労
働
免
除
請
求

権
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
場
合
に
は
、

介
護
時
間
の
予
告
の
意
思
表
示
と
み
な
す
。

介
護
時
間
法
３
条
１
項
ま
た
は
５
項
に
基

づ
く
労
働
免
除
後
に
、
同
一
の
要
介
護
近

親
者
の
介
護
ま
た
は
看
護
の
た
め
に
、
家

族
介
護
時
間
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

家
族
介
護
時
間
と
介
護
時
間
法
３
条
１
項

ま
た
は
５
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
を
、
連

続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、

就
業
者
は
可
能
な
限
り
早
期
に
、
家
族
介

護
時
間
を
利
用
す
る
か
否
か
に
つ
き
、
意

表　家族介護時間制度を利用して労働時間を50％短縮する場合

家族介護時間の開始前 家族介護時間の期間中 介護終了後期間中

週労働時間
40時間
【100％】

20時間
【50％】

40時間
【100％】

月収
3,000ユーロ
【100％】

2,250ユーロ
【75％】

2,250ユーロ
【75％】

出典：齋藤純子「ドイツにおける介護休業制度の拡充」外国の立法 252 号（2012 年）192 頁
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思
表
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。
１
文
と
は

異
な
り
、
予
告
は
遅
く
と
も
、
家
族
介
護

時
間
の
開
始
よ
り
三
カ
月
前
に
、
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
族
介
護
時
間
後

に
、
介
護
時
間
法
３
条
１
項
ま
た
は
５
項

に
基
づ
く
労
働
免
除
を
利
用
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
介
護
時
間
法
３
条
１
項
ま
た
は

５
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
を
、
家
族
介
護

時
間
に
連
続
さ
せ
て
利
用
し
、
か
つ
使
用

者
に
対
し
、
遅
く
と
も
、
介
護
時
間
法
３

条
１
項
ま
た
は
５
項
に
基
づ
く
労
働
免
除

の
開
始
よ
り
八
週
間
前
に
書
面
に
よ
り
、

予
告
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2)　

使
用
者
お
よ
び
就
業
者
は
、
労
働
時
間

の
短
縮
お
よ
び
配
分
に
関
し
て
、
書
面
に

よ
る
合
意
を
行
う
。
こ
の
場
合
、
緊
急
の

事
業
上
の
事
由
に
反
す
る
場
合
を
除
き
、

使
用
者
は
就
業
者
の
希
望
に
応
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(3)　

家
族
介
護
時
間
を
短
期
間
利
用
し
た
場

合
に
は
、
使
用
者
の
同
意
に
よ
り
、
２
条

２
項
が
定
め
る
合
計
期
間
ま
で
、
こ
れ
を

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
予
定
さ
れ
て

い
た
介
護
者
の
交
代
が
、
重
大
な
事
由
に

よ
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
合
計

期
間
を
上
限
と
す
る
延
長
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

(4)　

就
業
者
は
、介
護
金
庫（P

flegekasse

）

ま
た
は
疾
病
保
険
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
機
関

の
証
明
書
に
よ
り
、
近
親
者
の
要
介
護
性

を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る

証
明
は
、
民
間
介
護
保
険
の
要
介
護
性
に

か
か
る
確
認
に
よ
っ
て
も
、
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

(5)　

近
親
者
が
要
介
護
状
態
を
脱
し
た
場
合
、

ま
た
は
近
親
者
の
居
宅
内
で
の
介
護
が
不

可
能
も
し
く
は
期
待
不
能
と
な
っ
た
場
合
、

か
か
る
状
態
が
生
じ
た
後
四
週
間
を
も
っ

て
、
家
族
介
護
時
間
は
終
了
す
る
。
こ
の

場
合
、
使
用
者
に
対
し
て
、
遅
滞
無
く
通

知
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ほ

か
、
家
族
介
護
時
間
の
早
期
の
終
了
は
、

使
用
者
が
同
意
し
た
場
合
に
の
み
、
可
能

で
あ
る
。

(6)　

１
項
か
ら
５
項
ま
で
は
、
２
条
５
項
に

基
づ
く
労
働
給
付
の
免
除
に
対
し
、
準
用

す
る
。

３
．
３
条
か
ら
10
条
ま
で
を
、
次
の
通
り
と

す
る
。

３
条　

介
護
の
た
め
の
労
働
給
付
免
除
の
助

成

(1)　

本
法
２
条
ま
た
は
介
護
時
間
法
３
条
に

基
づ
く
労
働
免
除
期
間
に
つ
き
、
連
邦
家

庭
・
市
民
社
会
任
務
庁
（B

A
F

zA

）
は
、

２
項
か
ら
５
項
の
基
準
に
従
い
、
就
業
者

に
対
し
、
申
請
に
基
づ
き
、
毎
月
の
分
割

で
支
払
わ
れ
る
無
利
子
の
貸
付

（D
arlehen

）
を
行
う
。
か
か
る
請
求
権

は
、
本
法
２
条
１
項
１
文
か
ら
３
文
ま
た

は
介
護
時
間
法
３
条
１
項
１
文
、
５
項
１

文
も
し
く
は
６
項
１
文
が
定
め
る
要
件
を

充
た
す
、
労
働
給
付
か
ら
の
免
除
に
関
す

る
す
べ
て
の
合
意
に
対
し
て
も
、
適
用
す

る
。

(2)　

毎
月
の
貸
付
金
額
は
、
１
項
に
基
づ
く

労
働
免
除
の
期
間
の
前
の
毎
月
の
総
手
取

賃
金
と
、
期
間
中
に
お
け
る
そ
れ
と
の
差

額
の
半
額
と
す
る
。

(3)　

１
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
前
の
毎
月
の

総
手
取
賃
金
と
は
、
各
暦
年
に
お
い
て
適

用
さ
れ
る
総
手
取
賃
金
に
関
す
る
法
規
命

令
（V

erordnung

）
に
従
い
、
操
業
短

縮
手
当
の
基
準
と
な
る
賃
金
で
あ
っ
て
、

現
物
給
付
を
除
き
、
労
働
免
除
開
始
前
の

直
近
一
二
暦
月
の
所
定
の
月
労
働
総
賃
金

（
端
数
切
上
げ
）
の
平
均
に
最
も
近
い
、

二
〇
で
割
る
こ
と
が
可
能
な
ユ
ー
ロ
額
を

い
う
。
労
働
免
除
期
間
中
の
毎
月
の
総
手

取
賃
金
と
は
、
各
暦
年
に
お
い
て
適
用
さ

れ
る
総
手
取
賃
金
に
関
す
る
法
規
命
令
に

従
い
、
操
業
短
縮
手
当
の
基
準
と
な
る
賃

金
で
あ
っ
て
、
合
意
さ
れ
た
労
働
免
除
期

間
中
の
平
均
的
な
毎
月
の
時
間
数
と
一
労

働
時
間
当
た
り
の
平
均
的
賃
金
と
の
積

（
端
数
切
上
げ
）
に
最
も
近
い
、
二
〇
で

割
る
こ
と
が
で
き
る
ユ
ー
ロ
額
を
い
う
。

一
労
働
時
間
当
た
り
の
平
均
的
賃
金
と
は
、

労
働
免
除
開
始
前
に
お
け
る
、
現
物
給
付

を
除
く
、
直
近
一
二
暦
月
の
所
定
労
働
総

賃
金
の
合
計
を
、
労
働
免
除
開
始
前
に
お

け
る
直
近
一
二
暦
月
の
労
働
契
約
上
の
時

間
数
の
合
計
に
よ
り
除
し
た
も
の
を
い
う
。

労
働
免
除
の
開
始
前
に
存
続
し
て
い
た
雇

用
関
係
が
一
二
暦
月
に
満
た
な
い
場
合
に

は
、
算
定
の
基
礎
と
な
る
期
間
を
そ
れ
に

応
じ
て
短
縮
す
る
。
一
労
働
時
間
当
た
り

の
平
均
的
賃
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、

母
性
保
護
期
間
、
介
護
時
間
法
２
条
に
基

づ

く

短

期

の

労

働

障

害

（A
rbeitsverhinderung

）、
介
護
時
間

法
３
条
に
基
づ
く
労
働
免
除
、
な
ら
び
に

社
会
法
典
第
四
編
７
ｂ
条
が
定
め
る
価
値

積
立
（W

ertguthaben

）
へ
の
労
働
賃

金
の
積
立
て
お
よ
び
払
戻
し
は
、
考
慮
し

な
い
も
の
と
す
る
。

(4)　

介
護
時
間
法
３
条
に
基
づ
く
労
働
免
除

の
場
合
、
毎
月
の
貸
付
金
額
は
、
平
均
的

労
働
時
間
を
も
と
に
、
週
一
五
時
間
で
の

家
族
介
護
時
間
の
期
間
中
に
貸
付
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
額
を
上
限
と
す
る
。

(5)　

２
項
と
は
異
な
り
、
就
業
者
は
よ
り
少

な
い
貸
付
金
額
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
こ
の
場
合
、
毎
月
の
貸
付
金
額
は
五

〇
ユ
ー
ロ
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(6)　

貸
付
は
、
２
項
で
定
め
る
額
、
介
護
時

間
の
場
合
に
は
４
項
で
定
め
る
額
に
お
い

て
、
貧
困
に
対
す
る
社
会
給
付

（b
ed

ü
rftig

k
eitsab

h
än

g
ig

en 
S

ozialleistungen

）
の
受
給
に
優
先
し

て
利
用
さ
れ
、
就
業
者
に
よ
り
申
請
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
条　

使
用
者
の
協
力
義
務

　

使
用
者
は
、B

A
F

zA

に
対
し
、
助
成
を

申
請
し
た
就
業
者
の
稼
得
に
よ
る
所
得
ま
た

は
週
労
働
時
間
の
証
明
に
必
要
な
限
り
に
お

い
て
、
３
条
１
項
に
よ
る
労
働
免
除
前
の
就

業
者
の
労
働
範
囲
な
ら
び
に
労
働
賃
金
に
つ

い
て
、
証
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

家
内
労
働
に
お
け
る
就
業
者
お
よ
び
そ
れ
と

同
等
の
地
位
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
注
文

主
（A

uftraggeber

）
ま
た
は
仲
介
者

（Z
w

ischenm
eister

）
を
、使
用
者
と
す
る
。

５
条　

助
成
の
終
了

(1)　

助
成
は
、
３
条
１
項
に
基
づ
く
労
働
免

除
の
終
了
に
よ
り
、
終
了
す
る
。
ま
た
、

就
業
者
が
２
条
に
基
づ
く
労
働
免
除
の
期

間
中
、
週
労
働
時
間
の
下
限
を
、
法
律
上

ま
た
は
集
団
協
定
上
の
規
定
に
基
づ
い
て

下
回
っ
た
場
合
に
も
、
助
成
は
終
了
す
る
。

操
業
短
縮
ま
た
は
就
業
禁
止
を
理
由
に
最

低
労
働
時
間
を
下
回
っ
た
場
合
に
は
、
助

成
は
影
響
を
受
け
な
い
。

(2)　

貸
付
を
受
け
る
者
は
、B

A
F

zA

に
対

し
、
３
条
１
項
に
よ
る
請
求
権
に
と
っ
て

重
要
な
関
係
の
各
変
更
に
つ
き
、
遅
滞
無

く
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、

居
宅
内
で
の
近
親
者
の
介
護
の
終
了
、
本

法
２
条
５
項
ま
た
は
介
護
時
間
法
３
条
５

項
に
よ
る
看
護
の
終
了
、
介
護
時
間
法
３
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条
６
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
の
終
了
、
３

条
１
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
の
早
期
の
終

了
、
な
ら
び
に
２
条
に
基
づ
く
労
働
免
除

期
間
中
の
週
労
働
時
間
の
下
限
を
、
１
項

２
文
に
列
挙
し
た
の
と
は
異
な
る
事
由
に

よ
り
下
回
っ
た
場
合
が
、
こ
れ
に
該
当
す

る
。

６
条　

貸
付
の
返
済

(1)　

３
条
１
項
に
よ
る
労
働
免
除
に
関
し
て
、

貸
付
を
受
け
た
者
は
、
３
条
１
項
に
よ
る

労
働
免
除
の
開
始
後
四
八
カ
月
以
内
に
、

貸
付
を
返
済
す
る
義
務
を
負
う
。
返
済
は
、

可
能
な
限
り
一
定
に
毎
月
の
分
割
に
よ
り
、

９
条
が
定
め
る
通
知
（B

escheid

）
に
お

い
て
定
め
ら
れ
た
毎
月
の
金
額
を
、
遅
く

と
も
当
該
月
の
最
終
銀
行
営
業
日
ま
で
に

行
う
。
返
済
に
当
た
っ
て
は
、
３
条
に
基

づ
き
貸
付
を
受
け
た
者
に
給
付
さ
れ
た
す

べ
て
の
貸
付
金
額
を
貸
付
と
み
な
す
。

(2)　

返
済
は
、
３
条
に
よ
る
労
働
免
除
の
助

成
が
終
了
し
た
月
よ
り
、
開
始
す
る
。

B
A

F
zA

は
、
貸
付
を
受
け
た
者
の
申
請

に
基
づ
き
、
返
済
の
開
始
時
点
を
遅
ら
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
２
条
お
よ

び
３
条
に
基
づ
く
請
求
権
に
関
す
る
そ
の

他
の
要
件
が
引
き
続
き
存
在
す
る
場
合
に

は
、
返
済
の
時
点
は
遅
く
と
も
助
成
の
開

始
後
二
五
カ
月
以
内
で
定
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
貸
付
を
受
け
た
者
が
返
済

期
間
中
、
３
条
１
項
に
基
づ
く
労
働
免
除

を
受
け
た
場
合
は
、B

A
F

zA

は
、
就
業

者
の
申
請
に
基
づ
き
、
毎
月
の
返
済
額
を

労
働
給
付
の
免
除
の
終
了
ま
で
延
期
す
る
。

７
条　

危
機
条
項
（H

ärtefallregelung

）

(1)　

B
A

F
zA

は
、
特
別
の
危
機
を
回
避
す

る
た
め
に
、
貸
付
を
受
け
た
者
に
対
し
、

申
請
に
基
づ
き
、
利
息
を
生
じ
さ
せ
る
こ

と
な
く
、
貸
付
の
返
済
を
猶
予
す
る
。
特

に
、
社
会
法
典
第
三
編
お
よ
び
第
五
編
に

基

づ

く

賃

金

代

替

給

付

（E
ntgeldersatzleistungen

）
の
受
給
、

社
会
法
典
第
二
編
に
基
づ
く
生
計
確
保
の

た
め
の
給
付
、
お
よ
び
社
会
法
典
第
一
二

編
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
に
基
づ
く
給
付
、

ま
た
は
一
八
〇
日
を
超
え
る
中
断
の
な
い

就
業
不
能
を
、
特
別
の
危
機
と
み
な
す
。

ま
た
、
特
別
の
危
機
は
、
貸
付
を
受
け
た

者
が
、
無
過
失
に
よ
る
財
産
的
負
担
を
理

由
と
し
て
、
一
時
的
に
重
大
な
支
払
困
難

に
陥
っ
た
場
合
、
ま
た
は
貸
付
を
受
け
た

者
が
、
貸
付
の
返
済
に
よ
り
、
か
か
る
困

難
に
陥
る
こ
と
が
事
前
に
予
期
さ
れ
る
場

合
に
も
、
認
め
ら
れ
る
。

(2)　

本
法
２
条
ま
た
は
介
護
時
間
法
３
条
１

項
も
し
く
は
５
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
の

合
計
期
間
を
超
え
て
、
同
一
の
近
親
者
の

要
介
護
状
態
、
居
宅
の
環
境
に
お
け
る
就

業
者
に
よ
る
介
護
、
お
よ
び
労
働
給
付
か

ら
の
免
除
が
継
続
す
る
期
間
に
つ
い
て
は
、

履
行
期
に
達
し
た
返
済
額
は
、
申
請
に
基

づ
き
、
そ
の
四
分
の
一
が
免
除
さ
れ
（
部

分
的
貸
付
免
除
）、
か
つ
１
項
３
文
が
定

め
る
特
別
の
危
機
が
存
在
す
る
限
り
に
お

い
て
、
残
返
済
債
務
は
、
申
請
に
基
づ
き
、

か
か
る
期
間
に
つ
き
、
利
息
を
生
じ
さ
せ

る
こ
と
な
く
、
居
宅
内
介
護
が
終
了
す
る

ま
で
、
返
済
が
延
期
さ
れ
る
。

(3)　

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
返
済
債
務
は
、

履
行
期
に
達
し
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
、

消
滅
す
る
。

１　

貸
付
を
受
け
た
者
が
、
社
会
法
典
第

一
二
編
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
に
基
づ

く
給
付
、
ま
た
は
社
会
法
典
第
二
編
に

基
づ
く
生
計
確
保
の
た
め
の
給
付
を
、

労
働
免
除
の
終
了
後
、
少
な
く
と
も
二

年
間
受
給
し
て
い
る
場
合

２　

貸
付
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
場
合

(4)　

本
法
に
お
い
て
異
な
る
定
め
が
置
か
れ

て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
、
和
解
の
締
結
、

な
ら
び
に
請
求
権
の
延
期
お
よ
び
免
除
は
、

連
邦
財
政
法
58
条
お
よ
び
59
条
に
従
う
。

８
条　

助
成
の
申
請

(1)　

B
A

F
zA

は
、
３
条
に
基
づ
く
貸
付
お

よ
び
６
条
に
基
づ
く
そ
の
返
済
に
関
し
て

は
、
書
面
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
、
決
定

を
行
う
。

(2)　

申
請
は
、
請
求
権
の
要
件
が
具
備
さ
れ

た
後
三
カ
月
以
内
に
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

請
求
権
の
要
件
を
具
備
し
た
時
点
で
効
力

を
生
ず
る
。
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
申
請

が
行
わ
れ
た
月
の
開
始
に
よ
り
、
効
力
を

生
ず
る
。

(3)　

申
請
に
は
、
次
の
内
容
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

１　

貸
付
を
申
請
し
た
就
業
者
の
氏
名
お

よ
び
住
所

２　

要
介
護
者
の
氏
名
、
住
所
お
よ
び
近

親
関
係

３　

要
介
護
性
の
証
明
書
、
ま
た
は
介
護

時
間
法
３
条
６
項
の
場
合
に
お
い
て
は

そ
こ
で
列
挙
す
る
、
近
親
者
の
疾
病
に

関
す
る
医
師
の
診
断
書

４　

３
条
１
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
の
期

間
、
な
ら
び
に
３
条
１
項
に
基
づ
く
労

働
免
除
よ
り
以
前
に
お
け
る
利
用
の
有

無
に
か
か
る
通
知

５　

申
請
す
る
貸
付
の
金
額
、
期
間
お
よ

び
時
期

(4)　

申
請
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

１　

３
条
１
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
開
始

前
の
直
近
一
二
カ
月
の
労
働
契
約
上
の

週
労
働
時
間
に
関
す
る
記
載
を
含
む
、

賃
金
証
明
書

２　

介
護
時
間
法
３
条
に
基
づ
く
労
働
の

全
部
免
除
の
場
合
に
は
、
労
働
免
除
に

関
す
る
使
用
者
の
証
明
書
、
お
よ
び
労

働
の
一
部
免
除
の
場
合
に
は
、
こ
れ
に

関
係
す
る
使
用
者
お
よ
び
就
業
者
間
で

の
書
面
に
よ
る
合
意

９
条　

貸
付
通
知
お
よ
び
支
払
方
法

(1)　

８
条
１
項
に
基
づ
く
通
知
に
は
、
次
の

内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１　

貸
付
の
金
額

２　

毎
月
の
貸
付
金
額
、
な
ら
び
に
貸
付

金
額
の
給
付
期
間

３　

返
済
の
金
額
お
よ
び
期
間

４　

最
初
の
返
済
の
履
行
期

　
　

申
請
人
が
、
申
請
を
行
う
前
に
存
在

す
る
３
条
１
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
に

つ
き
貸
付
を
認
め
ら
れ
て
い
た
場
合
に

は
、
１
文
３
号
お
よ
び
４
号
に
基
づ
く

金
額
の
算
定
に
当
た
り
、
従
前
の
貸
付

と
現
在
認
め
ら
れ
る
貸
付
を
、
一
の
貸

付
と
し
て
取
り
扱
う
。

(2)　

貸
付
金
額
は
、
給
付
の
開
始
時
に
、
合

計
助
成
期
間
に
対
す
る
毎
月
の
固
定
額
を
、

定
め
る
。

(3)　

貸
付
金
額
は
、
請
求
権
の
要
件
が
具
備

さ
れ
て
い
る
各
暦
月
の
開
始
時
に
、
現
金

に
よ
ら
な
い
方
法
に
よ
り
支
払
う
。
毎
月

の
助
成
金
額
に
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

〇
・
四
九
ユ
ー
ロ
以
下
の
端
数
は
切
り
下

げ
、
〇
・
五
〇
ユ
ー
ロ
以
上
の
端
数
は
切

り
上
げ
る
。

10
条　

そ
の
他
の
場
合
に
お
け
る
申
請
お
よ

び
証
明
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(1)　

B
A

F
zA

は
、
７
条
の
場
合
に
お
い
て

も
、
貸
付
を
受
け
る
者
の
氏
名
お
よ
び
住

所
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
る
申
請
に
基
づ

き
、
決
定
を
行
う
。

(2)　

７
条
の
要
件
に
つ
き
、
以
下
の
事
項
を

証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１　

１
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
こ
で

列
挙
さ
れ
た
要
件
の
疎
明

（G
laubhaftm

achung
）（
特
に
、
個
人

的
な
経
済
状
況
に
関
す
る
説
明

〔D
arlegung

〕、
ま
た
は
就
業
不
能
の

場
合
に
お
い
て
は
、
貸
付
を
受
け
た
者

の
就
業
不
能
証
明
書
の
提
出
）
に
よ
る
。

２　

２
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
近
親
者

の
要
介
護
性
の
継
続
お
よ
び
労
働
給
付

の
免
除
の
継
続
に
関
す
る
証
明
書
の
提

出
、
な
ら
び
に
そ
こ
で
列
挙
さ
れ
た
要

件
の
疎
明
（
特
に
、
個
人
的
な
経
済
状

況
に
関
す
る
説
明
）
に
よ
る
。

３　

３
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
貸
付
を

受
け
た
者
の
給
付
証
明
書
の
提
出
、
ま

た
は
相
続
人
に
よ
る
死
亡
証
明
書

（S
terbeurkunde

）
の
提
出
に
よ
る
。

(3)　

７
条
２
項
に
基
づ
く
部
分
的
貸
付
免
除

に
関
す
る
申
請
は
、
本
法
２
条
ま
た
は
介

護
時
間
法
３
条
１
項
も
し
く
は
５
項
に
基

づ
く
労
働
免
除
の
開
始
後
遅
く
と
も
四
八

カ
月
ま
で
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
．
11
条
お
よ
び
12
条
を
廃
止
す
る
。

５
．
13
条
を
11
条
と
し
、“
12
条
”
の
内
容
を

“
８
条
お
よ
び
10
条
”の
文
言
に
変
更
す
る
。

６
．
14
条
を
12
条
と
し
、
１
項
を
次
の
通
り

と
す
る
。

(1)　

次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
れ
が

故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る
も
の
で
あ
る
場

合
、
秩
序
違
反
と
す
る
。

１　

４
条
１
項
に
反
し
て
、
そ
こ
で
列
挙

さ
れ
た
証
明
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
者
、

不
正
確
な
証
明
書
を
提
出
し
た
者
、
不

完
全
な
証
明
書
を
提
出
し
た
者
、
証
明

書
を
適
時
に
提
出
し
な
か
っ
た
者

２　

５
条
２
項
に
反
し
て
、
通
知
を
行
わ

な
か
っ
た
者
、
不
正
確
な
通
知
を
行
っ

た
者
、
不
完
全
な
通
知
を
行
っ
た
者
、

通
知
を
適
時
に
行
わ
な
か
っ
た
者

３　

８
条
３
項
４
号
に
反
し
て
、
通
知
を

行
わ
な
か
っ
た
者
、
不
正
確
な
通
知
を

行
っ
た
者
、
不
完
全
な
通
知
を
行
っ
た

者
、
通
知
を
適
時
に
行
わ
な
か
っ
た
者

７
．
15
条
を
13
条
と
し
、
内
容
を
次
の
通
り

と
す
る
。

13
条　

資
金
の
調
達

　

本
法
の
施
行
に
必
要
な
費
用
は
、
連
邦
が

負
担
す
る
。

８
．
次
の
14
条
お
よ
び
15
条
を
、
挿
入
す
る
。

14
条　

諮
問
委
員
会
（B

eirat
）

(1)　

連
邦
家
族
・
高
齢
者
・
女
性
・
青
少
年

省
（
Ｂ
Ｍ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ｊ
）
に
、
介
護
と
職
業

の
調
和
に
関
す
る
独
立
諮
問
委
員
会
を
設

置
す
る
。

(2)　

諮
問
委
員
会
は
、
介
護
と
職
業
の
調
和

に
関
す
る
法
規
制
の
変
更
に
伴
う
問
題
に

取
り
組
み
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
審
議
を

行
う
。
Ｂ
Ｍ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ｊ
は
、
諮
問
委
員
会

に
対
し
、
審
議
に
お
け
る
主
題
の
設
定
を
、

事
前
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3)　

諮
問
委
員
会
は
、
Ｂ
Ｍ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ｊ
に
対

し
、四
年
ご
と
に（
最
初
は
二
〇
一
九
年
六

月
一
日
に
）報
告
書
を
提
出
し
、こ
れ
に
関

し
て
勧
告（H

andlungsem
pfehlungen

）

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(4)　

諮
問
委
員
会
は
、
Ｂ
Ｍ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ｊ
と
連

邦
労
働
社
会
省
お
よ
び
連
邦
保
健
省
と
の

合
意
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
二
一
人
の
委
員

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
代
理
は
認
め
ら
れ

る
。
議
長
お
よ
び
議
長
代
理
は
、
Ｂ
Ｍ
Ｆ

Ｓ
Ｆ
Ｊ
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。
諮
問
委
員

会
は
、
専
門
の
関
係
利
益
団
体
か
ら
の
代

表
者
六
名
、
お
よ
び
労
働
組
合
、
使
用
者

団
体
、
福
祉
団
体
お
よ
び
高
齢
者
組
織
か

ら
の
代
表
者
各
二
名
、
な
ら
び
に
社
会
保

険
お
よ
び
民
間
介
護
保
険
か
ら
の
代
表
者

各
一
名
に
よ
り
、
構
成
さ
れ
る
。
更
に
、

介
護
と
職
業
と
の
調
和
に
関
す
る
研
究
を

重
点
的
に
行
う
研
究
者
二
名
、
な
ら
び
に

青
少
年
お
よ
び
家
族
に
関
す
る
連
邦
政
府

大
臣
お
よ
び
州
政
府
大
臣
の
会
議
体
、
労

働
お
よ
び
社
会
に
関
す
る
連
邦
政
府
大
臣

お
よ
び
州
政
府
大
臣
の
会
議
体
、
な
ら
び

に
地
方
自
治
体
の
上
部
団
体
か
ら
の
代
表

者
各
一
名
が
、
諮
問
委
員
会
に
参
加
す
る
。

諮
問
委
員
会
の
議
席
配
分
は
、
男
女
同
権

的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(5)　

諮
問
委
員
会
委
員
お
よ
び
代
理
人
の
任

期
は
、
五
年
と
し
、
一
回
に
限
り
、
更
に

五
年
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
委

員
ま
た
は
そ
の
代
理
人
が
任
期
満
了
前
に

離
職
し
た
場
合
、
残
任
期
間
に
つ
い
て
の

み
、
後
任
者
を
任
命
す
る
。

(6)　

諮
問
委
員
会
委
員
は
、
そ
の
職
務
を
名

誉
職
と
し
て
行
う
。
諮
問
委
員
会
委
員
は
、

必
要
経
費
の
弁
済
請
求
権
を
有
す
る
。

(7)　

諮
問
委
員
会
は
、
Ｂ
Ｍ
Ｆ
Ｓ
Ｆ
Ｊ
に
よ

り

定

め

ら

れ

た

議

事

規

則

（G
eschäftsordnung

）
に
基
づ
き
、
活

動
を
行
う
。

15
条　

移
行
規
定

　

二
〇
一
一
年
一
二
月
六
日
の
家
族
介
護
時

間
法
の
規
定
は
、
３
条
１
項
お
よ
び
12
条
１

項
１
文
が
定
め
る
貸
付
の
承
認
の
た
め
の
要

件
が
二
〇
一
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
具
備

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
継
続
し
て
適
用
す

る
。

第
二
章
　
介
護
時
間
法
の
改
正

　

二
〇
〇
八
年
三
月
二
八
日
の
介
護
時
間
法

（B
G

B
l. I S

. 

八
七
四
、 

八
九
六
）
を
、
次

の
通
り
改
正
す
る
。

１
．
２
条
３
項
に
、
次
の
規
定
を
挿
入
す
る
。

　

介
護
支
援
手
当
の
支
払
い
に
関
す
る
就
業

者
の
請
求
権
は
、
社
会
法
典
第
一
一
編
44
ａ

条
３
項
に
従
う
。

２
．
３
条
を
、
次
の
通
り
改
正
す
る
。

a)　

表
題
に
お
け
る
“
介
護
時
間
”
の
文
言

の
後
ろ
に
、“
お
よ
び
、
そ
の
他
の
労
働
免

除
”
の
文
言
を
挿
入
す
る
。

b)　

３
項
に
、
次
の
規
定
を
挿
入
す
る
。

　
　

就
業
者
が
介
護
時
間
を
利
用
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
家
族
介
護
時

間
法
２
条
が
定
め
る
家
族
介
護
時
間
を
利

用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
、
予
告
か

ら
は
一
義
的
に
明
ら
か
で
は
な
い
場
合
で

あ
っ
て
、
か
つ
双
方
の
労
働
免
除
請
求
権

の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
場
合
に
は
、
介

護
時
間
の
予
告
の
意
思
表
示
と
み
な
す
。

就
業
者
が
、
介
護
時
間
後
に
、
同
一
の
要

介
護
近
親
者
の
介
護
ま
た
は
看
護
の
た
め

に
、
家
族
介
護
時
間
ま
た
は
家
族
介
護
時

間
法
２
条
５
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
を
利

用
す
る
場
合
に
は
、
家
族
介
護
時
間
ま
た

は
家
族
介
護
時
間
法
２
条
５
項
に
基
づ
く

労
働
免
除
を
、
介
護
時
間
と
連
続
さ
せ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
就
業
者

は
可
能
な
限
り
早
期
に
、
家
族
介
護
時
間

ま
た
は
家
族
介
護
時
間
法
２
条
５
項
に
基

づ
く
労
働
免
除
を
利
用
す
る
か
否
か
に
つ

き
、
意
思
表
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。
１

文
と
は
異
な
り
、
予
告
は
遅
く
と
も
、
家

族
介
護
時
間
の
開
始
よ
り
三
カ
月
前
に
、

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
介
護
時
間

を
、
家
族
介
護
時
間
ま
た
は
家
族
介
護
時

間
法
２
条
５
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
後
に

利
用
す
る
場
合
に
は
、
介
護
時
間
を
家
族

介
護
時
間
ま
た
は
家
族
介
護
時
間
法
２
条

５
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
に
連
続
さ
せ
て

利
用
し
、
か
つ
１
文
と
は
異
な
り
、
使
用

者
に
対
し
、
遅
く
と
も
介
護
時
間
の
開
始

よ
り
八
週
間
前
に
、
書
面
に
よ
り
予
告
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

c)　

次
の
５
項
か
ら
７
項
を
、
挿
入
す
る
。

(5)　

就
業
者
は
、
未
成
年
の
要
介
護
近
親

者
を
看
護
す
る
場
合
、
労
働
給
付
を
完

全
に
、
ま
た
は
部
分
的
に
免
除
さ
れ
る
。

１
項
２
文
お
よ
び
２
項
か
ら
４
項
ま
で

を
準
用
す
る
。
就
業
者
は
、
そ
の
裁
量

に
よ
り
、
か
か
る
請
求
権
を
、
１
項
に

基
づ
く
介
護
時
間
の
請
求
権
に
代
え
て
、

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（6）　

就
業
者
は
、
進
行
中
で
あ
っ
て
か
な

り
進
ん
だ
段
階
に
至
っ
て
お
り
、
治
癒

が
不
可
能
で
あ
っ
て
姑
息
的
医
療
措
置

が
必
要
で
あ
り
、
余
命
が
数
週
間
ま
た

は
数
カ
月
で
あ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る

疾
病
に
罹
患
し
て
い
る
近
親
者
へ
の
付

き
添
い
の
た
め
に
、
労
働
給
付
を
完
全

に
、
ま
た
は
部
分
的
に
免
除
さ
れ
る
。

就
業
者
は
、
使
用
者
に
対
し
、
医
師
の

証
明
書
に
よ
り
、
こ
れ
を
証
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
１
項
２
文
、
３
項
１

文
お
よ
び
２
文
、
お
よ
び
４
項
を
準
用

す
る
。
社
会
法
典
第
五
編
45
条
は
影
響

を
受
け
な
い
。

（7）　

助
成
の
請
求
権
は
、
家
族
介
護
時
間

法
３
条
、
４
条
、
５
条
１
項
１
文
お
よ

び
２
項
、
な
ら
び
に
６
条
か
ら
10
条
ま

で
を
準
用
す
る
。

３
．
４
条
を
、
次
の
通
り
改
正
す
る
。

a)　

表
題
に
お
け
る
“
介
護
時
間
”
の
文
言

を
、“
利
用
”
へ
変
更
す
る
。

b)　

１
項
３
文
の
後
ろ
に
、
以
下
の
規
定
を

挿
入
す
る
。

　
　

介
護
時
間
お
よ
び
家
族
介
護
時
間
法
２

条
に
基
づ
く
家
族
介
護
時
間
は
、
一
要
介

護
近
親
者
に
つ
き
、
合
計
し
て
二
四
カ
月

を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

c)　

次
の
三
項
を
挿
入
す
る
。

(3)　

３
条
５
項
に
基
づ
く
看
護
に
つ
い
て
は
、

１
項
お
よ
び
２
項
を
準
用
す
る
。
３
条
６

項
に
基
づ
く
労
働
免
除
は
、
一
近
親
者
に

つ
き
、
三
カ
月
の
上
限
期
間
を
適
用
す
る
。

３
条
６
号
に
基
づ
く
労
働
免
除
に
つ
い
て

は
、
１
項
２
文
、
３
文
お
よ
び
５
文
、
な

ら
び
に
２
項
を
準
用
す
る
。
介
護
時
間
ま

た
は
３
条
５
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
、
も

し
く
は
家
族
介
護
時
間
ま
た
は
家
族
介
護

時
間
法
２
条
５
項
に
基
づ
く
労
働
免
除
の

場
合
に
は
、
一
近
親
者
に
つ
き
、
労
働
免

除
は
合
計
し
て
二
四
カ
月
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

４
．
５
条
１
項
に
お
け
る
“
介
護
時
間
”
の

文
言
を
、“
労
働
免
除
”
へ
変
更
す
る
。

５
．
６
条
１
項
１
文
お
よ
び
３
項
１
文
に
お

け
る
“
介
護
時
間
”
の
文
言
を
、“
労
働
免

除
”
へ
変
更
す
る
。

６
．
７
条
３
項
を
、
次
の
通
り
改
正
す
る
。

a)　

１
号
は
、“
義
理
の
両
親
”
の
文
言
の
後

ろ
へ
、“
継
親
（S

tiefeltern

）”
を
挿
入

す
る
。

b)　

２
号
は
、“
婚
姻
類
似
”
の
文
言
の
後
ろ

へ
、“
ま
た
は
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
類

似
”
の
文
言
を
挿
入
し
、“
兄
弟
姉
妹
”
の

文
言
の
後
ろ
へ
、“
義
兄
弟
お
よ
び
義
姉

妹
”
を
挿
入
す
る
。

（
中
略
）

第
一
四
章
　
発
効

　

本
法
は
、
二
〇
一
五
年
一
月
一
日
に
発
効

す
る
。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

山
本
　
陽
大
（
や
ま
も
と
・
よ
う
た
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
研
究
員
（
労
働
法
専
攻
）

二
〇
〇
九
年
三
月
同
志
社
大
学
大
学
院

法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
修
了
後
、

同
大
学
院
博
士
後
期
課
程
を
経
て
、
二

〇
一
二
年
四
月
よ
り
現
職
。
最
近
の
主

な
著
作
に
、「
解
雇
規
制
を
め
ぐ
る
法
理

論
」
季
刊
労
働
法
二
四
五
号
（
二
〇
一

四
年
）
一
八
八
頁
、『
資
料
シ
リ
ー
ズ
・

№
145 

多
様
な
正
社
員
に
関
す
る
解
雇
判

例
の
分
析
』（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、

二
〇
一
四
年
）〔
共
著
〕、「
産
業
別
労
働
協

約
シ
ス
テ
ム
の
国
際
比
較
‐
ド
イ
ツ
・

フ
ラ
ン
ス
の
現
状
と
日
本
の
検
討
課
題
」

日
本
労
働
研
究
雑
誌
六
五
二
号
（
二
〇

一
四
年
）
七
四
頁
等
が
あ
る
。

藤
井
　
直
子
（
ふ
じ
い
・
な
お
こ
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
臨
時
研
究
協
力
員
（
労
働

法
専
攻
）

早
稲
田
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士

前
期
課
程
修
了
後
、
現
在
、
同
大
学
院

博
士
後
期
課
程
。
最
近
の
主
な
著
作
に
、

「
夜
間
待
機
時
間
は
最
低
賃
金
法
上
の

労
働
時
間
に
該
当
す
る
か
」
労
働
法
律

旬
報
一
七
九
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
四

四
頁
、「
イ
ギ
リ
ス
全
国
最
低
賃
金
法
に

お
け
る
『
賃
金
』
の
範
囲
を
め
ぐ
る
判

例
動
向
」
季
刊
労
働
法
二
四
四
号
（
二

〇
一
四
年
）
一
七
二
頁
、「
子
の
保
育
の

『
予
期
せ
ぬ
中
断
』
を
理
由
と
し
た
タ

イ
ム
・
オ
フ
取
得
の
可
否
」
労
働
法
律

旬
報
一
八
二
八
号
（
二
〇
一
四
年
）
二

六
頁
が
あ
る
。


